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国
民
の
信
頼
に
応
え
る
医
療
事
故
調
査
制
度
へ
の
改
善
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

医
療
事
故
調
査
制
度
は
二
〇
一
五
年
十
月
の
開
始
以
来
、
本
年
で
十
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
制
度
の
目
的
は
、

原
因
究
明
に
よ
っ
て
事
故
に
学
び
、
再
発
防
止
策
を
講
じ
て
今
後
の
医
療
に
活
か
し
、
も
っ
て
医
療
の
質
を
高
め
、
安
全
を
確

保
す
る
と
い
う
公
益
の
た
め
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
制
度
開
始
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
課
題
が
い
ま
だ
に
放
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
り
、
本
来
の
目
的
が
果
た
せ
な
い
ば
か
り
か
、
医
療
へ
の
信
頼
性
を
も
損
な
う
事
態
と
な
っ
て
い
る
。 

 

十
年
を
経
て
ま
す
ま
す
問
題
が
顕
在
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
に
危
機
感
を
持
ち
、
公
正
な
事
故
調
査
と
そ
の
結
果
を
社
会
へ

還
元
す
る
た
め
に
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

医
療
事
故
調
査
・
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
セ
ン
タ
ー
）
の
権
限
・
機
能
強
化
に
つ
い
て 

 

１ 

制
度
開
始
前
、
医
療
事
故
報
告
件
数
は
年
間
千
三
百
～
二
千
件
と
試
算
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
日
本
医
療
機
能
評
価
機

構
の
医
療
事
故
情
報
収
集
等
事
業
に
お
い
て
収
集
し
た
件
数
を
、
全
国
の
病
院
病
床
数
で
割
り
戻
し
た
数
等
に
基
づ
き
算

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
間
の
報
告
件
数
は
二
〇
一
五
年
：
八
十
一
件
、
二
〇
一
六
年
：
四
百
六
件
、
二

〇
一
七
年
：
三
百
七
十
件
、
二
〇
一
八
年
：
三
百
七
十
七
件
、
二
〇
一
九
年
：
三
百
七
十
三
件
、
二
〇
二
〇
年
：
三
百
二

十
四
件
、
二
〇
二
一
年
：
三
百
十
七
件
、
二
〇
二
二
年
：
三
百
件
、
二
〇
二
三
年
：
三
百
六
十
一
件
と
、
九
年
間
の
合
計



 

２ 

 

で
も
わ
ず
か
二
千
九
百
九
件
に
留
ま
っ
て
い
る
（
セ
ン
タ
ー
二
〇
二
三
年
年
報
。
以
下
年
報
）
。 

 
 
 

実
績
数
と
試
算
の
数
値
と
の
顕
著
な
乖
離
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

年
報
の
「
病
床
規
模
別
医
療
事
故
発
生
報
告
実
績
の
割
合
」
で
は
、
二
〇
一
五
年
十
月
～
二
〇
二
三
年
十
二
月
末
ま
で

の
八
年
三
か
月
で
、
「
報
告
実
績
な
し
」
が
、
四
百
～
四
百
九
十
九
床
：
五
十
四
・
二
％
、
五
百
～
五
百
九
十
九
床
：
三

十
九
・
九
％
、
六
百
～
六
百
九
十
九
床
：
二
十
七
・
九
％
、
七
百
～
七
百
九
十
九
床
：
十
・
三
％
、
八
百
～
八
百
九
十
九

床
：
十
四
・
八
％
、
九
百
床
以
上
：
十
七
・
〇
％
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
規
模
な
医
療
機
関
ほ
ど
多
数
の
症
例
を

扱
う
こ
と
か
ら
事
故
事
例
も
多
い
と
考
え
ら
れ
、
一
例
も
医
療
事
故
に
該
当
す
る
事
例
が
な
い
の
は
い
か
に
も
不
自
然
で

あ
る
。
積
極
的
に
医
療
安
全
に
取
り
組
ん
で
い
る
医
療
機
関
と
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
と
の
格
差
は
一
目
瞭
然
で
あ
り
、
制

度
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
は
歴
然
で
あ
る
。
こ
の
状
況
を
放
置
し
た
ま
ま
で
よ
い
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。 

 

３ 

年
報
の
特
定
機
能
病
院
（
八
十
八
病
院
）
の
全
体
に
占
め
る
報
告
割
合
は
三
百
六
十
一
件
中
五
十
六
件
（
十
五
・

五
％
）
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
報
告
回
数
は｢

四
回
〜
六
回｣

が
最
も
多
く
三
十
七
・
五
％
（
三
十
三
病
院
）
で
あ

っ
た
。｢

一
回
〜
三
回｣

は
三
十
四
・
一
％
（
三
十
病
院
）
、｢

七
回
〜
九
回｣

は
十
五
・
九
％
（
十
四
病
院
）
、｢

十
回
〜
十



 

３ 

 

二
回｣

は
四
・
六
％
（
四
病
院
）
、｢

十
三
回
〜
十
五
回｣

は
一
・
一
％
（
一
病
院
）
、｢

十
六
回
以
上｣

は
三
・
四
％
（
三
病

院
）
で
、
ま
っ
た
く
報
告
実
績
が
な
い
の
は
、
三
・
四
％
（
三
病
院
）
で
あ
っ
た
。 

 
 
 

特
定
機
能
病
院
は
平
成
二
十
九
年
の
医
療
法
改
正
に
伴
い
、
承
認
要
件
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。
医
療
事
故
の
多
発
に

よ
り
、
特
に
医
療
安
全
管
理
体
制
の
整
備
が
求
め
ら
れ
、
事
故
等
の
報
告
は
も
ち
ろ
ん
、
全
て
の
死
亡
事
例
の
医
療
安
全

管
理
部
門
・
管
理
者
へ
の
報
告
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
死
亡
事
例
以
外
で
も
、
一
定
以
上
の
事
例
に
つ
い
て

は
事
例
を
認
識
し
た
全
職
員
か
ら
の
報
告
を
義
務
化
し
、
内
部
通
報
窓
口
機
能
を
制
度
化
し
て
い
る
。
病
院
管
理
者
に
報

告
が
挙
げ
ら
れ
る
体
制
が
整
備
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
故
報
告
ゼ
ロ
は
あ
り
得
な
い
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。 

 

４ 

ま
た
、
年
報
で
「
セ
ン
タ
ー
合
議
に
お
け
る
助
言
内
容
お
よ
び
医
療
機
関
の
判
断
」
に
よ
れ
ば
、
医
療
機
関
か
ら
の
医

療
事
故
か
否
か
の
相
談
に
対
し
、
セ
ン
タ
ー
で
合
議
を
行
い
「
医
療
事
故
」
と
し
て
報
告
を
推
奨
す
る
と
助
言
し
た
件
数

は
四
十
五
件
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
療
機
関
が
事
故
報
告
を
し
な
か
っ
た
件
数
は
十
九
件
に
も
上
っ
て
い
る
。

報
告
す
べ
き
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
な
い
実
態
が
端
的
に
示
さ
れ
た
こ
う
し
た
実
態
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。 



 

４ 

 

 
５ 

こ
の
制
度
は
医
療
機
関
の
管
理
者
が
医
療
事
故
と
判
断
し
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
報
告
の
必
要
が
な
く
、
そ
れ
を

不
服
と
す
る
遺
族
側
か
ら
の
セ
ン
タ
ー
へ
の
調
査
依
頼
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
医
療
の
一
方
の
当

事
者
は
患
者
・
家
族
で
あ
る
。
セ
ン
タ
ー
に
遺
族
の
届
け
出
窓
口
を
新
設
し
、
医
療
機
関
の
み
な
ら
ず
、
遺
族
側
か
ら
相

談
を
受
け
た
セ
ン
タ
ー
が
、
医
療
事
故
と
し
て
報
告
す
べ
き
と
判
断
し
た
事
例
に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
に
対
し
て
調

査
・
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
当
該
医
療
機
関
が
一
定
期
限
内
に
な
お
調
査
を
開
始
し
な
い
と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
が

調
査
を
開
始
で
き
る
制
度
を
創
設
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化
と
公
正
性
・
透
明
性
の
保

持
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

セ
ン
タ
ー
の
調
査
報
告
書
の
公
表
に
つ
い
て 

 

１ 

現
在
、
セ
ン
タ
ー
が
行
う
調
査
に
係
る
報
告
書
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
調
査
制
度
の
目
的
の
一

つ
は
同
様
の
事
故
の
再
発
防
止
で
あ
る
。
公
表
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
を
教
訓
と
し
て
他
の
医
療
機
関
で
も
参
考
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
個
人
の
特
定
に
つ
な
が
る
情
報
を
排
除
し
、
匿
名
性
を
担
保
し
た
う
え
で
共
有
さ
れ
、
再
発
防
止
に
活
か
さ

れ
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

さ
ら
に
、
医
療
機
関
に
適
切
に
医
療
事
故
の
報
告
を
促
す
観
点
か
ら
も
事
例
の
公
表
は
必
要
で
あ
る
。
「
医
療
に
起
因



 

５ 

 

し
、
ま
た
は
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
死
亡
又
は
死
産
で
あ
っ
て
、
当
該
管
理
者
が
当
該
死
亡
又
は
死
産
を
予
期
し
な
か
っ

た
」
死
亡
は
医
療
事
故
と
し
て
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
医
療
機
関
に
と
っ
て
目
の
前
の
事
例
が
そ
の

定
義
に
当
て
は
ま
る
か
ど
う
か
の
現
場
の
判
断
は
難
し
い
。
医
療
法
の
施
行
規
則
で
一
定
の
基
準
は
示
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
や
は
り
具
体
性
を
欠
く
と
と
も
に
、
報
告
を
免
れ
た
い
医
療
機
関
に
と
っ
て
は
「
医
療
に
起
因
し
て
い
な
い
」
「
予

期
し
て
い
た
こ
と
」
を
拡
大
解
釈
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 
 

ど
う
い
う
事
例
が
医
療
事
故
に
当
た
る
の
か
判
断
を
迷
う
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
セ
ン
タ
ー
の
調
査
事
例
を
公
表
す
る

こ
と
で
、
医
療
機
関
の
適
切
な
判
断
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

制
度
の
見
直
し
の
た
め
の
検
討
会
の
設
置
に
つ
い
て 

 
 

現
行
の
医
療
事
故
調
査
制
度
に
お
い
て
は
、
本
来
報
告
さ
れ
る
べ
き
医
療
事
故
が
報
告
さ
れ
ず
、
セ
ン
タ
ー
調
査
報
告
書

が
公
表
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
重
大
な
問
題
に
加
え
て
、
院
内
事
故
調
査
報
告
書
を
遺
族
に
交
付
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は

医
療
機
関
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
剖
検
事
例
の
少
な
さ
な
ど
、
セ
ン
タ
ー
調
査
に
お
け
る
医
学
的
評
価
が
適

切
か
つ
中
立
公
正
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
が
客
観
的
に
評
価
で
き
な
い
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

制
度
開
始
十
年
を
迎
え
よ
う
と
す
る
今
、
改
め
て
こ
う
し
た
問
題
点
に
向
き
合
い
、
見
直
す
た
め
の
議
論
の
場
を
設
置
す



 

６ 

 

べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


